
◎防衛省設置法等の一部を改正する法律 
（令和四年四月二〇日法律第二六号）   

一、 提案理由（令和四年三月一〇日・衆議院安全保障委員会） 

○岸国務大臣 ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案につ

いて、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、外国における緊急事態に

際し防衛大臣が行う在外邦人等の輸送の要件等の見直し、麻薬等の譲渡に係る特例規定

の整備及び保険医療機関等から診療を受けようとする自衛官等に係る電子資格確認の導

入等の措置を講ずる必要があります。 

 以上が、この法律案の提案理由であります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 

 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。 

 これは、宇宙・サイバー領域における優位性の獲得に必要な部隊の新編や拡充を始め

とする防衛省・自衛隊の体制の整備のため、航空自衛隊の自衛官の定数を六十六人増加

し、陸海空の共同の部隊に所属する自衛官の定数を三十六人増加し、統合幕僚監部に所

属する自衛官の定数を一人増加し、防衛装備庁に所属する自衛官の定数を一人増加する

一方、陸上自衛隊の自衛官の定数を九十人、海上自衛隊の自衛官の定数を十四人、各々

削減するものであります。なお、自衛官の定数の総計二十四万七千百五十四人に変更は

ありません。 

 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 

 第一に、外国における緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送について、

輸送手段を原則として政府専用機とする制限の廃止、実施に当たっての安全に係る要件

の見直し及び主たる輸送対象者の拡大を行うこととしています。 

 第二に、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬の譲渡に係る規制につ

いて、自衛隊法又は他の法律の規定により自衛隊が外国軍隊に提供する場合は適用しな

いこととしています。 

 最後に、防衛省の職員の給与に関する法律の一部改正について御説明いたします。 

 これは、国家公務員共済組合員の例に準じて、保険医療機関等から診療を受けようと

する自衛官等に係る電子資格確認の導入等をするものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院安全保障委員長報告（令和四年三月一七日） 

○大塚拓君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更、外国における

緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送の要件等の見直し、外国の軍隊への



麻薬等の譲渡に係る特例規定の整備及び保険医療機関等から診療を受けようとする自衛

官等に係る電子資格確認の導入等の措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る三月八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に

付託されました。 

 本委員会におきましては、十日岸防衛大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日、質疑を

行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年三月一五日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 在外邦人等の輸送要件における輸送対象者となる外国人の範囲の拡大について、引

き続き検討を行うこと。 

二 使用航空機等へ同乗させることができる外国人については、人道的観点並びに我が

国の国際社会における責任及び役割を果たす観点から、事前の情報収集を十分に行っ

た上で、現場の状況判断が重視され、そのことが迅速かつ適切に外務大臣から防衛大

臣への依頼につながるよう、必要な態勢を整えること。 

三、参議院外交防衛委員長報告（令和四年四月一三日） 

○馬場成志君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外交防衛委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、外国におけ

る緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送の要件等の見直し、麻薬等の譲渡

に係る特例規定の整備及び保険医療機関等から診療を受けようとする自衛官等に係る電

子資格確認の導入等の措置を講ずるものであります。 

 委員会におきましては、自衛官の定数を法律で規定する理由、在外邦人等の輸送の主

たる対象者に追加される外国人の範囲とその選定基準、輸送の安全確保の判断材料、在

外邦人等の輸送と保護措置を選択する基準、昨年八月のアフガニスタンからの邦人等の

退避に関する政府の対応と検証の必要性、ウクライナ避難民の渡航支援の在り方等につ

いて質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上理事より反対、沖縄の風

の伊波委員より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


